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証拠金取引証拠金取引証拠金取引証拠金取引のののの

リスクリスクリスクリスク等重要等重要等重要等重要

事項事項事項事項についてについてについてについて    

    

＜＜＜＜カバーカバーカバーカバー取引取引取引取引

先先先先（（（（並並並並びはびはびはびはアアアア

イウエオイウエオイウエオイウエオ順順順順））））

＞ 

    

クレディスイス銀行 ロンドン支店 

（Credit Suisse Bank AG , London Branch）銀行業：英国金融 

サービス機構 

コメルツ銀行 

（Commerzbank AG）銀行業：監督当局はドイツ連邦金融監督局 

ジェー・アロン・アンド・カンパニー 

（J. Aron & Company） 

[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（The Goldman 

 Sachs Group, Inc.）の子会社] 

外国為替業等：ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは 

米国連邦準備制度理事会に規制される銀行持株会社 

JP モルガン・チェース銀行 

（JPMorgan Chase Bank, N.A）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦 

準備制度理事会 

スタンダードチャータード銀行 

（Standard Chartered Bank）銀行業：英国金融サービス機構  

ドイツ銀行 

（Deutsche Bank AG）銀行業：ドイツ連邦金融監督局 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc）証券業：英国金融サービス機構 

バークレイズ銀行 

（Barclays Bank PLC）銀行業：英国金融サービス機構 

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 

（Bank of America,N.A.）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦準備 

クレディスイス銀行 ロンドン支店 

（Credit Suisse Bank AG , London Branch）銀行業：英国金融 

サービス機構 

コメルツ銀行 

（Commerzbank AG）銀行業：監督当局はドイツ連邦金融監督局 

ジェー・アロン・アンド・カンパニー 

（J. Aron & Company） 

[ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（The Goldman 

 Sachs Group, Inc.）の子会社] 

外国為替業等：ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは 

米国連邦準備制度理事会に規制される銀行持株会社 

JP モルガン・チェース銀行 

（JPMorgan Chase Bank, N.A）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦 

準備制度理事会 

スタンダードチャータード銀行 

（Standard Chartered Bank）銀行業：英国金融サービス機構  

ドイツ銀行 

（Deutsche Bank AG）銀行業：ドイツ連邦金融監督局 

ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー 

（Nomura International plc）証券業：英国金融サービス機構 

バークレイズ銀行 

（Barclays Bank PLC）銀行業：英国金融サービス機構 

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 

（Bank of America,N.A.）銀行業：米国通貨監督庁及び米国連邦準備 



制度理事会 

BNP パリバ 

（BNP Paribas）銀行業：フランス金融市場庁  

香港上海銀行 

（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited） 

銀行業：香港金融管理局 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 

 （Morgan Stanley & Co. Incorporated）金融商品取引業：米国証券取引委員

会、米国商品先物取引委員会及び米国連邦準備制度理事会 

ＵＢＳ銀行 

（UBS AG）銀行業：スイス連邦銀行委員会 

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 

（The Royal Bank of Scotland plc）銀行業：英国金融サービス機構 

制度理事会 

BNP パリバ 

（BNP Paribas）銀行業：フランス金融市場庁  

香港上海銀行 

（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited） 

銀行業：香港金融管理局 

ＵＢＳ銀行 

（UBS AG）銀行業：スイス連邦銀行委員会 

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 

（The Royal Bank of Scotland plc）銀行業：英国金融サービス機構 

☆☆☆☆証拠金証拠金証拠金証拠金    

((((2222) ) ) ) 証拠金証拠金証拠金証拠金のののの

引出引出引出引出しししし    

    

お客様は、お客様のご資産のうち、以下の出金可能額を上回らない範囲で引き

出す事ができます。また、弊社は、お客様からのご依頼を受けた出金については、

原則として２営業日後に出金の手続きをさせて頂きます。 

※ 出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行う事はできません。 

 

尚、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依頼金額を下回った

場合、その時点での出金可能金額が出金される事となります。 

 

 【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To Trade）】 

取引余力の金額内で出金可能です。 

【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To Trade）】 

資産の金額内で出金可能です。 

※ 出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方になります。 

 

お客様は、お客様のご資産のうち、以下の出金可能額を上回らない範囲で引き

出す事ができます。また、弊社は、お客様からのご依頼を受けた出金については、

原則として２営業日後に出金の手続きをさせて頂きます。 

尚、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依頼金額を下回った

場合、その時点での出金可能金額が出金される事となります。 

 

 【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To Trade）】 

取引余力の金額内で出金可能です。 

【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To Trade）】 

資産の金額内で出金可能です。 

※ 出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方になります。 

※ 出金依頼は、1日 1 回となります。 

 

☆☆☆☆証拠金証拠金証拠金証拠金    

 ( ( ( (4444) ) ) ) ロスカロスカロスカロスカ

ットットットットのののの取扱取扱取扱取扱いいいい    

    

弊社は、原則として最大 30 秒の監視間隔で、お客様の使用証拠金率の評価・

確認（値洗い）を行い、口座を監視します。この時、値洗い時による使用証拠金

率が、保有ポジションに係る取引証拠金に対し所定の割合に達した場合、お客様

の損失の拡大を防ぐ為、弊社は、強制的にお客様の保有する全てのポジションを

反対売買して決済します。（「ロスカットルール」といいます。） 

この時、使用証拠金率は下記の計算式により計算されます。 

使用証拠金率＝取引証拠金額÷有効証拠金額×100 

弊社では、この使用証拠金率が 100％に達した時点をロスカット水準と定め、

ロスカットを実行します。また、使用証拠金率が 67％に達すると、警告を促すメ

ールが送信され、使用証拠金率が 84％に達すると、新規注文が不可となります。 

尚、ロスカット水準は、ロスカット取引の手続きを開始する水準であり、必ず

その水準で証拠金が保全される事を約するものではありません。ロスカット水準

弊社は、原則として最大 30 秒の監視間隔で、お客様の使用証拠金率の評価・

確認（値洗い）を行い、口座を監視します。この時、値洗い時による使用証拠金

率が、保有ポジションに係る取引証拠金に対し所定の割合に達した場合、お客様

の損失の拡大を防ぐ為、弊社は、強制的にお客様の保有する全てのポジションを

反対売買して決済します。（「ロスカットルール」といいます。） この時、使用

証拠金率は下記の計算式により計算されます。 

使用証拠金率＝取引証拠金額÷有効証拠金額×100 

弊社では、この使用証拠金率が 100％に達した時点をロスカット水準と定め、

ロスカットを実行します。また、使用証拠金率が 67％に達すると、警告を促すメ

ールが送信され、使用証拠金率が 84％に達すると、新規注文が不可となります。 

尚、ロスカット水準は、ロスカット取引の手続きを開始する水準であり、必ず

その水準で証拠金が保全される事を約するものではありません。ロスカット水準



を定めていても、為替相場の急激な変動により預託された金額を上回る損失（不

足金）が生じるおそれがあります。 

 このように、有効証拠金額が 0 円を下回った場合には、お客様は預託した資

産以上の損失を被る事となり、弊社に対して当該不足金の支払義務が生じる事を

異議なく承諾するものとします。尚、当該不足金は、不足金発生日の翌々営業日

の午後 3 時までに C-NEX口座に入金するものとします。 

尚、システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット手続きが行わ

れなかった場合、想定以上の損失が発生し、または預託された金額を上回る損失

が発生するおそれがあります。 

また、その場合の原因が、天災地変等の弊社の責めに帰す事ができない事由で

あって、弊社において故意、または重大な過失がない限り免責とする事がありま

す。 

 このように、ロスカットが実行されたとしても、お客様が弊社に預託された金

額を上回る損失が生じる可能性がありますので、弊社では余裕を持った資金の預

託をお奨めしております。 

を定めていても、為替相場の急激な変動により預託された金額を上回る損失が生

じるおそれがあります。 

加えて、システム障害等の原因により、予定された通りにロスカット手続きが

行われなかった場合、想定以上の損失が発生し、または預託された金額を上回る

損失が発生するおそれがあります。 

このように、ロスカットが実行されたとしても、お客様が弊社に預託された金

額を上回る損失が生じる可能性がありますので、弊社では余裕を持った資金の預

託をお奨めしております。 

 

☆☆☆☆証拠金証拠金証拠金証拠金    

（（（（5555））））不足金不足金不足金不足金にににに

ついてついてついてついて    

    

外国為替相場の変動に伴い、お客様の保有するポジション（建玉）の決済等によ

る損金額が資産合計を上回り、不足金が発生した場合には、お客様は弊社の請求

により不足金を C-NEX口座にご入金して頂く必要があります。    

 弊社の請求によって定められた履行期日までに当該不足金のご入金がない場

合は、弊社は、履行期日の翌日より履行の日まで、年率 14.6％の割合による遅

延損害金を申し受けるものとします。 

記載なし 

弊社弊社弊社弊社のののの概要概要概要概要にににに

ついてついてついてついて    

8888 弊社弊社弊社弊社がががが契約契約契約契約するするするする特定第一種金融商品取引業務特定第一種金融商品取引業務特定第一種金融商品取引業務特定第一種金融商品取引業務にににに係係係係るるるる指定紛争解決機関指定紛争解決機関指定紛争解決機関指定紛争解決機関    

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

    

9 9 9 9 特定第一種金融商品取引業務以外特定第一種金融商品取引業務以外特定第一種金融商品取引業務以外特定第一種金融商品取引業務以外のののの苦情処理措置及苦情処理措置及苦情処理措置及苦情処理措置及びびびび紛争解決措置紛争解決措置紛争解決措置紛争解決措置    

第二種金融商品取引業務に係る認定投資者保護団体である特定非営利活動法人

「証券・金融商品あっせん相談センター」 

記載なし 
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■入出金 

    

    

 

入金について 振込入金・クイック入金 

 

※クイック入金の弊社提携金融機関は、ジャパンネット銀

行、楽天銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ

銀行の計 5行です。 

※受付は日本円（現金）のみです。外貨及び代用有価証券で

の充当はお受けできません。 

出金について 出金指示の 2営業日後に、ご登録の金融機関へ送金 

※出金手続きが完了するまで、別の出金依頼を行う事はでき

ません。 

 

尚、出金依頼後、実際の出金時の出金可能金額が当該出金依

頼金額を下回った場合、 その時点での出金可能金額が出金

される事となります。 

 

【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To Trade）】 

取引余力の金額内で出金可能です。 

【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To Trade）】 

資産の金額内で出金可能です。 

※出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方にな

ります。 

受渡日 決済約定日の 2営業日後となります。 
 

 

入金について 振込入金・クイック入金 

 

※クイック入金の弊社提携金融機関は、ジャパンネット銀

行、楽天銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ

銀行の計 5行です。 

※受付は日本円（現金）のみです。外貨及び代用有価証券で

の充当はお受けできません。 

出金について 出金指示の 2営業日後に、ご登録の金融機関へ送金 

 

※出金可能金額は、資産・取引余力のいずれか小さい方にな

ります。 

 

【資産（Cash Balance）≧取引余力（Available To Trade）】 

取引余力の金額内で出金可能です。 

【資産（Cash Balance）≦取引余力（Available To Trade）】 

資産の金額内で出金可能です。 

受渡日 決済約定日の 2営業日後となります。 
 



サイバーエーサイバーエーサイバーエーサイバーエー

ジェントジェントジェントジェント FXFXFXFX

「「「「CCCC----NEXNEXNEXNEX」」」」取引取引取引取引

概要概要概要概要    

■■■■注文の種類

と概要 

    

    

 

注文の種

類 

内容 

成行 【【【【MKTMKTMKTMKT】】】】    

実勢レートで全アマウントが約定する注文方法。  

 

【【【【GTCGTCGTCGTC】】】】 

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方法。発

注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りのアマウン

トが指値注文として残ります。 

 

【【【【IOCIOCIOCIOC】】】】    

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方法。発

注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの注文をキ

ャンセルします。 

※IOC を選択している場合は、リーブオーダー注文はできません。 

指値 【【【【LMTLMTLMTLMT】】】】    

指定した価格以下で買う、または指定した価格以上で売るといった注文方

法。 

逆指値 【【【【STPSTPSTPSTP】】】】（スリッページ設定なし） 

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった注文方

法。 

Trigger Rate として指定した価格となった際に、成行注文を発注します。 

※相場の急変動等、市場状況により、指定価格と約定価格が、乖離する場

合があります。 

 

【【【【STP_LMTSTP_LMTSTP_LMTSTP_LMT】】】】（スリッページ設定あり） 

指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった注文方

法。 

Trigger Rate として指定した価格からスリッページ値範囲以内であれば

約定します。 

※スリッページ値を超えた場合は、指定した価格とスリッページ値を、加

味した価格で、指値注文として注文が残ります。 

 

 

注文の種

類 

内容 

成行 【MKT】 

実勢レートで全アマウントを約定する成行注文。  

 

【GTC】 

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方法。発

注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りのアマウン

トが指値注文として残ります。 

 

【IOC】 

発注と同時に現レートか、それより有利なレートで約定する注文方法。発

注した分のアマウントが市場に存在しなかった場合には、残りの注文をキ

ャンセルします。 

※IOC を選択している場合は、リーブオーダー注文はできません。 

指値 指定した価格以下で買う、または指定した価格以上で売るといった注文方

法。 

 

逆指値 指定した価格以上で買う、または指定した価格以下で売るといった注文方

法  

 


